
還
付
金
詐
欺
の
被
害
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
!!

　

函
館
市
内
で
市
役
所
職

員
を
名
乗
り
、「
保
険
料

の
払
い
戻
し
の
手
続
き
が

さ
れ
て
い
な
い
。」
な
ど

と
言
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作

さ
せ
、
現
金
を
騙
し
取
ら

れ
る
被
害
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

現
金
を
要
求
す
る
不
審

な
電
話
を
受
け
た
場
合

は
、
決
し
て
一
人
で
対
応

せ
ず
、
ご
家
族
や
警
察
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

松
前
警
察
署

　

☎
０
１
３
９–

42–

３
１
１
０

平
成
29
年
度
調
理
師
試
験
が

次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す

○
試
験
日
時

　

平
成
29
年
８
月
29
日（
火
）

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

午
後
４
時
ま
で

○
試
験
地　

　

 

函
館
市
（
試
験
会
場
は
、

受
験
票
に
記
載
し
ま
す
。）

○
受
験
願
書
受
付
期
間  

　

 
平
成
29
年
５
月
15
日（
月
）

 
か
ら
平
成
29
年
５
月
26
日

（
金
）
ま
で

　

 （
但
し
、
土
・
日
・
祝
日

除
く
、
午
前
９
時
～
午

後
５
時
30
分
ま
で
（
正

午
～
午
後
１
時
除
く
））

○
受
験
資
格  

　

 

平
成
29
年
５
月
26
日（
金
）

ま
で
に
２
年
間
調
理
業

務
に
従
事
し
た
方

　

 （
但
し
、
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
の
場
合
、
週

４
日
以
上
１
日
６
時
間

以
上
勤
務
）

○
受
験
手
数
料  

　

６
，
９
０
０
円

○
合
格
発
表 

　

平
成
29
年
10
月
19
日（
木
）

○
願
書
の
配
布　

　

 

渡
島
保
健
所
、
木
古
内

地
域
保
健
支
所
、
森
地

域
保
健
支
所
で
行
っ
て

い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

　

・
渡
島
保
健
所

　

☎
０
１
３
８–

47–

９
０
１
２

　

・
木
古
内
地
域
保
健
支
所

　

☎
０
１
３
９
２–

２–

２
０
６
８

　

・
森
地
域
保
健
支
所

　

☎
０
１
３
７
４–

２–

２
３
２
３

依
存
症
を
考
え
る
つ
ど
い

　

依
存
症
（
ア
ル
コ
ー
ル
、

薬
物
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
）

か
ら
の
回
復
の
た
め
、
本

人
や
家
族
と
支
援
関
係
者

等
が
思
い
を
語
り
あ
い
、
一

緒
に
学
習
を
す
る
場
で
す
。

○
日
時

　

毎
月
第
３
土
曜
日

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

○
会
場

　

 

函
館
市
総
合
保
健
セ
ン

タ
ー
２
階
第
２
健
康
指

導
室
（
函
館
市
五
稜
郭

町
23–

１
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

渡
島
保
健
所

　

☎
０
１
３
８–

47–

９
５
４
８

【事業内容】　電気の事なら何でも相談してください

内線工事（設計・施工）住宅からビルまでの電気工事

外線工事（設計・施工）電柱建てから電線の張替等

本　社 住所 ： 檜山郡厚沢部町字富栄611-4 消防施設工事 保守点検・設計施工　火災報知器の取付等

URL ： http://www.hiyama-denki.co.jp
　　雇用保険・労災保険・健康保険

　　昇給有り・賞与年２回・他手当有り

E-mail ： hiyama02@beach.ocn.ne.jp 　本社又は営業所に気軽に電話ください
北海道グリ-ン・ビズ認定、北海道と家庭教育サポート企業協定締結

 特定建設業 豊かな技術と確かな信頼工事

　　　みんな未経験から始めているよ。

株式会社桧山電気工業 電気工事

　 　　　電話 ： ０１３９－６４－３３３１
正正社社員員募募集集中中

営業所住所 ： 松前郡福島町字福島524
　　厚生年金・退職金共済・災害保険

          電話 ： ０１３９－４４７７－－３３６６２２２２

みんなまってるよ～

○平成２９年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平成

２９年６月１日時点で実施します。

○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府

の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料

として利活用されます。

○調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用す

ることは絶対にありません。

○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしくお願いいたします。

平成２９年工業統計調査を実施します

〔　〕22

―広報ふくしま　５月号―


